
 1

新潟水俣病に関する最近の動きについて 
 
 

Ⅰ 「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」について  
 
 

 １ 特措法の施行経過等 

   Ｈ21年７月２日 与野党合意、７月８日 可決、７月15日 施行 

   Ｈ22年４月16日 「救済措置の方針」閣議決定 

   Ｈ22年５月６日 給付等の申請受付開始 
   Ｈ22年11月23日 松本環境大臣（当時）が来県し、被害者に謝罪 

「熊本や鹿児島での教訓を生かせず新潟で第２の水俣病が引き起こされたのは痛恨

の極み。政府を代表して公害防止の責任を果たすことが出来ずに、水俣病の被害拡

大を防止できなかった責任を認め、改めて心よりおわび申し上げます。」と謝罪。 

 

 ２ 救済措置の周知に関する取組 

・相談窓口の設置 

（計21か所：県庁及び環境と人間のふれあい館、新潟市保健所及び各区役所、五泉市役

所・阿賀野市役所・阿賀町役場及びその支所） 

・説明会・個別相談会の開催 

Ｈ22年度：流域市町20回、東京都１回 

Ｈ23年度：流域市町８回、東京都３回 

・広報媒体（新聞紙面広告、県情報番組等）を通じた各種取組の実施 

・流域市町（流域市町広報誌、制度周知チラシ全戸配付・回覧）を通じた広報 

・県関係施設等へ制度周知チラシを配置 

 

 ３ 特措法に基づく給付等の申請状況        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

新潟県 熊本県 鹿児島県 合　計

1,055 17,427 12,876 31,358

（うち新規申請） (740) (7,266) (7,502) (15,508)

29 14,797 1,998 16,824

1,084 32,224 14,874 48,182

給　付　申　請

手帳切替申請

合　　　　計

区　　　分

議題 １ 

（平成23 年10 月31 日現在） 
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 ４ 判定検討会の開催状況等 

申請者が、水俣病被害者特措法の救済措置の方針に定める給付の要件に該当するかどう

かについて、知事に対し意見を述べる。 

・委員構成：医師６名 

 ・開催状況：これまで12回開催（第１回：Ｈ22.7.23～第12回：Ｈ23.10.28） 

・判定件数：９３３件（再判定を含む） 

  ・判定結果：すべての判定が終了した後公表 

 

 ５ 申請の受付期間 

  ・あらかじめ申請の受付の時期（終期）を定めない。 

・新たに救済を求める方については、平成23年末までの状況を、被害者関係団体とも意見

交換の上で十分に把握し、申請受付の時期を見極める。 

※新潟県は国に対して、救済の期限を設けないよう要望 

 

 

 

Ⅱ ノーモア・ミナマタ新潟全被害者救済訴訟の和解について   
 

 １ 主な経過 

   Ｈ21年６月12日 提訴（提訴時原告174人、その後１人取り下げ）被告：昭和電工、国 

Ｈ22年７月８日 和解協議勧告を受け、第１回和解協議 

      10月21日 第３回和解協議で和解についての基本的合意が成立 

   Ｈ23年３月３日 第５回和解協議で、和解が成立   

５月８日 昭和電工代表取締役会長及び環境大臣が来県し、おわびを表明 

６月12日 和解成立を記念し、原告らが「解決報告と感謝のつどい」開催 

 

２ 和解条項の概要 

(1) 基本的取組 

・和解成立後速やかに昭和電工代表取締役会長が新潟において責任とおわびを表明する。

国は新潟においても適切な対応を取るものとする。 

→Ｈ23年５月８日 昭和電工代表取締役会長及び環境大臣が来県し、おわびを表明 

  ・昭和電工は介護保険サービス利用者に一定額を支給する制度を創設する。 

   （※要介護認定者 5,000円/月、要支援認定者 1,500円/月）  

  ・国は水俣病の治療方法、治療薬の研究・開発など被害者の福祉充実に努める。 

  ・国は地域振興、健康増進事業、調査研究及び健康不安者の健康診査・保健指導の実施に努

める。 
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  ・国は特措法による救済措置の周知及び医療機関の受診体制の拡充に努める。 

  ・昭和電工及び国は慰霊碑の設置、慰霊式の開催の実現に向けて努力する。 

  ・昭和電工が上記措置を実施するため２億円（上限）を負担する。 

  ・原告、国、昭和電工は、上記取組に関する状況確認や協議を行う会議を開催する。 

 

 (2) 本和解に基づく支給内容 

  ・一時金  ：２１０万円 

  ・療養費  ：医療費の自己負担分           特措法と同じ 

  ・療養手当 ：１２，９００円～１７，７００円／円 

  ・団体加算金：２億円 

 

 (3) 紛争の終了 

  ・原告らは、水俣病の被害に係る全ての紛争を終了することを約束する。 

 

 

 

Ⅲ 新潟水俣病第３次訴訟について  
 

 ・Ｈ19年４月27日提訴（現在の原告14人、Ｈ23.9「新潟水俣病患者会」設立） 

・被告：昭和電工、国、新潟県 

 ※ 第18回口頭弁論（Ｈ23年10月６日） 


